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地
域
銀
行
の
経
営
統
合
に
つ
い
て

菅
首
相
の
発
言
や
２
０
２
０
年
11
月

に
独
占
禁
止
法
の
特
例
法
が
施
行
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
行
方
が
注
目

さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
経
営
統
合
を
行
う
か
は
各

行
の
経
営
判
断
で
あ
る
し
、
経
営
状

況
の
悪
化
に
対
し
て
は
、
公
的
資
金

の
受
入
れ
と
い
っ
た
方
策
も
あ
り
得

る
。コ

ロ
ナ
禍
を
受
け
地
域
銀
行
が
中

小
企
業
向
け
貸
出
を
増
加
さ
せ
て
い

る
な
か
で
、
特
例
法
は
経
営
統
合
を

行
う
地
域
銀
行
に
対
し
て
地
域
経
済

の
活
性
化
に
資
す
る
取
組
み
を
求
め

て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

一
　
は
じ
め
に

地
域
銀
行
は
長
引
く
低
金
利
環
境

と
人
口
減
少
が
続
く
な
か
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
る
地
域
経
済
へ
の
打
撃
も
加

わ
り
、
厳
し
い
経
営
環
境
に
置
か
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
に
お
い

て
も
地
域
銀
行
の
持
続
的
な
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
の
構
築
の
た
め
の
環
境
整

備
を
進
め
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
政
府
に
よ
る

環
境
整
備
と
し
て
、
地
域
銀
行
の
合

併
等
に
つ
い
て
独
占
禁
止
法
の
適
用

を
除
外
す
る
特
例
法
（
注
１
）
の
制

定
と
金
融
機
能
強
化
法
（
注
２
）
の

改
正
に
つ
い
て
解
説
し
、
地
域
銀
行

が
採
り
得
る
方
策
を
検
討
す
る
。
そ

の
う
え
で
、こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
り
、

地
域
銀
行
は
地
域
経
済
の
再
生･

活

性
化
へ
の
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

二�

　
地
域
銀
行
の
健
全
性

の
状
況

１　

足
元
の
状
況

こ
こ
で
地
域
銀
行
の
健
全
性
の
状

況
を
確
認
す
る
と
、
銀
行
は
健
全
性

を
確
保
す
る
た
め
、
自
己
資
本
比
率

が
定
め
ら
れ
た
最
低
水
準
を
上
回
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
自
己
資

本
比
率
規
制
）（
注
３
）。
最
低
水
準

は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
国
際

統
一
基
準
行
で
８
％
、
海
外
営
業
拠

点
を
有
し
な
い
国
内
基
準
行
で
４
％

で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
経
済
の

先
行
き
の
不
確
実
性
が
高
ま
っ
て
い

る
が
、
足
元
で
は
、
各
地
域
銀
行
の

自
己
資
本
比
率
は
、
国
内
基
準
行
で

は
７
％
以
上
、
国
際
統
一
基
準
行
で

は
11
％
以
上
の
水
準
を
確
保
し
て
い

る
（
図
表
１
参
照
）。

２�　

将
来
に
わ
た
る
健
全
性
の

確
保
の
必
要
性

地
域
銀
行
は
長
引
く
低
金
利
環
境

と
人
口
減
少
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

独
占
禁
止
法
の
特
例
法
と
地
域
金
融
機
関

①
特
例
法
が
地
域
金
融
に
与
え
る
影
響

TOPIC ①

株
式
会
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大
和
総
研 
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令
和
２
年
11
月
27
日
、
私
的
独
占

の
禁
止
お
よ
び
公
正
取
引
の
確
保
に

関
す
る
法
律（
以
下
、「
独
占
禁
止
法
」

と
い
う
）
の
適
用
除
外
に
係
る
特
例

と
し
て
、「
地
域
に
お
け
る
一
般
乗

合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行

業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占

の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」

（
令
和
２
年
法
律
第
32
号
）（
以
下
、

「
特
例
法
」と
い
う
）が
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
同
日
、
同
法
施

行
令
お
よ
び
同
法
施
行
規
則
が
施
行

さ
れ
、
同
施
行
規
則
第
５
条
に
基
づ

く
金
融
庁
告
示
（
以
下
、「
特
例
法

告
示
」
と
い
う
）
お
よ
び
改
正
後
の

中
小
・
地
域
金
融
機
関
向
け
の
総
合

的
な
監
督
指
針
（
以
下
、「
中
小
・

地
域
監
督
指
針
」
と
い
う
）
の
適
用

が
開
始
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
特
例
法
の
適
用
対
象

と
な
る
地
域
銀
行
お
よ
び
地
域
一
般

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う

ち
、
地
域
銀
行
に
焦
点
を
当
て
て
、

特
例
法
の
概
要
に
つ
い
て
解
説
し
、

今
後
の
地
域
銀
行
の
経
営
統
合
に
お

け
る
留
意
点
や
課
題
に
つ
い
て
も
若

干
の
検
討
を
加
え
る
。

な
お
、
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
個
人
的
見

解
で
あ
り
、
筆
者
が
現
に
所
属
し
、

ま
た
は
過
去
に
所
属
し
た
組
織
・
団

体
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
申
し
添

え
る
。

一�

　
特
例
法
成
立
に
至
る
背

景
と
特
例
法
の
要
点

地
域
銀
行
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

は
、
地
域
に
お
い
て
国
民
生
活
お
よ

び
経
済
活
動
の
基
盤
と
な
る
も
の
で

あ
っ
て
、
他
の
事
業
者
に
よ
る
代
替

が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
盤
的

サ
ー
ビ
ス
（
地
域
の
イ
ン
フ
ラ
的

サ
ー
ビ
ス
）
の
一
つ
と
し
て
維
持
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

他
方
、
低
金
利
環
境
の
継
続
に
よ

り
、
顧
客
向
け
サ
ー
ビ
ス
業
務
利
益

が
５
期
以
上
の
連
続
赤
字
と
な
っ
て

い
る
地
域
銀
行
の
数
は
増
加
傾
向
に

あ
り
、
２
０
１
９
年
３
月
期
に
お
い

て
27
行
に
上
っ
て
い
る
（
注
１
）。

こ
の
よ
う
に
、一
部
の
地
域
銀
行
は
、

基
盤
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
現
状
の

ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り

つ
つ
あ
る
。

銀
行
の
経
営
統
合
は
、
シ
ス
テ
ム

の
共
通
化
、
重
複
店
舗
の
削
減
な
ど

に
よ
る
規
模
の
利
益
の
発
揮
を
通
じ
、

金
融
機
関
の
経
営
体
力
を
高
め
る
と

い
わ
れ
て
い
る
た
め
（
注
２
）、
地

域
銀
行
の
財
務
の
健
全
性
を
維
持
す

る
た
め
の
一
つ
の
選
択
肢
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
段
で
触
れ
た
地
域

銀
行
の
競
争
政
策
が
議
論
さ
れ
る
契

機
と
な
っ
た
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン

シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
十
八
銀
行

独
占
禁
止
法
の
特
例
法
と
地
域
金
融
機
関

②�

特
例
法
の
概
要
と
地
域
銀
行
の
経
営
統
合
に

お
け
る
課
題

TOPIC ①

中
央
総
合
法
律
事
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「
何
で
マ
ス
ク
が
置
い
て
な
い
ん

だ
！
」
２
０
２
０
年
３
月
頃
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ド
ラ
ッ
グ
ス

ト
ア
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
ク
レ
ー

ム
が
多
発
し
た
こ
と
は
ニ
ュ
ー
ス
で

も
報
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。２
、

３
年
前
か
ら
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

た
「
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

（
以
下
、「
カ
ス
ハ
ラ
」
と
い
う
）
は
、

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
社
会
不
安
の
増

加
に
伴
い
、
よ
り
一
層
深
刻
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

２
０
２
０
年
６
月
に
「
事
業
主
が

職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背

景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に

関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置

等
に
つ
い
て
の
指
針
」（
令
和
２
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
５
号
）
が
施
行

さ
れ
た
。
同
指
針
の
中
の
「
７　

事

業
主
が
他
の
事
業
主
の
雇
用
す
る
労

働
者
等
か
ら
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
や
顧
客
等
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行

為
に
関
し
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
取

組
の
内
容
」
は
、
カ
ス
ハ
ラ
に
関
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
以
下
、
同

内
容
を「
カ
ス
ハ
ラ
指
針
」と
い
う
）。

と
こ
ろ
が
、
カ
ス
ハ
ラ
指
針
の
内

容
は
、
抽
象
的
な
記
載
が
多
く
、
各

企
業
が
具
体
的
に
何
を
す
べ
き
か
わ

か
ら
な
い
と
い
う
声
も
多
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２

１
年
度
、
企
業
向
け
に
カ
ス
ハ
ラ
対

応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
方
針
を

固
め
た
。
た
だ
し
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
具
体
的
な
策
定
時
期
や
内
容
ま
で

は
現
時
点
で
は
確
定
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
状
の
カ
ス

ハ
ラ
指
針
を
も
と
に
各
企
業
が
取
り

組
む
べ
き
対
策
や
ど
の
よ
う
な
体
制

を
構
築
す
れ
ば
よ
い
の
か
等
に
つ
い

て
、
執
筆
者
の
考
え
を
も
と
に
解
説

す
る
。

一�

　
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対

応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制

の
整
備

１　
カ
ス
ハ
ラ
指
針
の
記
載

カ
ス
ハ
ラ
指
針
に
お
い
て
、
次
の

と
お
り
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑴�　
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る

た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備

　
事
業
主
は
、
他
の
事
業
主
が
雇
用
す

る
労
働
者
等
か
ら
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
や
顧
客
等
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行

為
に
関
す
る
労
働
者
か
ら
の
相
談
に
対

し
、
そ
の
内
容
や
状
況
に
応
じ
適
切
か

つ
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体

制
の
整
備
と
し
て
、
４
⑵
イ
及
び
ロ
の

例
も
参
考
に
し
つ
つ
、
次
の
取
組
を
行

う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
ま
た
、
併
せ
て
、
労
働
者
が
当
該
相

談
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
解
雇

そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
旨
を
定
め
、労
働
者
に
周
知・

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の

　
　
　
　
　
現
在
と
営
業
店
の
対
応

①
　
パ
ワ
ハ
ラ
指
針
が
意
図
す
る

　
　
　
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

香
川
総
合
法
律
事
務
所�

弁
護
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香
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理
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現
在
、
す
べ
て
の
業
種
が
カ
ス
ハ

ラ
対
策
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
金
融
機
関
が
取
り
扱
う
商

品
は
財
産
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
金
融
機
関
の
カ
ス
ハ
ラ
対
応
に

は
、
よ
り
一
層
の
慎
重
な
対
応
が
求

め
ら
れ
る
。
少
し
で
も
ク
レ
ー
ム
対

応
を
誤
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
に
直

結
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
化
に
対
す
る
対
応
も

悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
。
高
齢
者
の

意
思
能
力
の
問
題
、
高
齢
者
と
そ
の

親
族
の
問
題
な
ど
判
断
に
苦
し
む
局

面
も
多
い
。
例
え
ば
、
相
続
に
備
え

て
一
部
の
親
族
が
高
齢
者
を
囲
い
込

ん
で
い
た
場
合
に
、
営
業
店
担
当
者

が
そ
の
親
族
に
便
宜
を
図
っ
た
こ
と

で
、
の
ち
に
別
の
親
族
か
ら
の
ク

レ
ー
ム
問
題
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ

る
。
目
の
前
の
顧
客
に
対
応
す
る
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
今
後
は
営

業
店
担
当
者
に
も
相
続
に
関
す
る
法

務
知
識
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
金
融
機
関
の
カ

ス
ハ
ラ
対
応
に
は
独
自
の
問
題
も
あ

る
が
、
基
本
的
な
カ
ス
ハ
ラ
対
応
は

他
の
業
種
と
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

正
当
ク
レ
ー
ム
と
不
当
ク
レ
ー
ム
の

違
い
を
理
解
し
た
う
え
で
、
①
組
織

的
対
応
と
②
ク
レ
ー
ム
対
応
の
プ
ロ

セ
ス
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
。
そ
の
具
体
的
内
容
や
個
別
具
体

的
な
ク
レ
ー
ム
対
応
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
カ
ス
タ
マ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応
の
要
点
」
本
誌

８
４
３
号
27
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た

い
。以

下
、
営
業
店
で
想
定
さ
れ
る
カ

ス
ハ
ラ
事
案
を
も
と
に
具
体
的
な
対

応
策
な
ど
を
検
討
す
る
。

一�

　
書
類
を
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に

か
け
て
し
ま
っ
た
事
例

１　
事
例

甲
銀
行
の
営
業
店
職
員
が
顧
客
Ａ

に
返
還
す
べ
き
書
類
を
渡
す
こ
と
を

失
念
し
た
。
後
日
、
顧
客
Ａ
か
ら
、

同
書
類
を
渡
す
よ
う
請
求
さ
れ
た

際
、
営
業
店
に
て
す
で
に
シ
ュ
レ
ッ

ダ
ー
に
か
け
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
た
。
支
店
長
か
ら
顧
客
Ａ

に
電
話
で
書
類
を
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に

か
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
含
め
事
実

を
説
明
し
、
謝
罪
を
し
た
が
、
顧
客

Ａ
は
憤
慨
し
、
当
日
中
に
同
書
類
を

完
全
に
復
元
し
て
自
宅
に
届
け
る
よ

う
に
要
求
さ
れ
た
。

営
業
店
で
は
、
で
き
る
限
り
復
元

し
て
同
書
類
を
渡
し
た
も
の
の
、
顧

客
Ａ
は
納
得
せ
ず
、ア
．
損
害
賠
償
、

イ
．
借
入
金
の
利
息
免
除
、
ウ
．
営

業
店
担
当
職
員
の
処
分（
懲
戒
解
雇
）

の
３
点
を
要
求
し
て
き
た
。

２　
解
説
～
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
～

⑴
　
ク
レ
ー
ム
対
応
の
プ
ロ
セ
ス

顧
客
か
ら
ク
レ
ー
ム
を
受
け
た

際
、
ま
ず
は
ク
レ
ー
ム
対
応
の
４
つ

の
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
す
る
必
要
が
あ

る
。
①
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
相
手
方
の
主

張
の
確
認
）、
②
事
実
関
係
の
確
認

（
相
手
方
の
主
張
で
は
な
く
客
観
的

事
実
の
確
認
）、③
責
任
の
判
定
（
法

的
評
価
）、
④
回
答
（
相
手
方
の
主

張
に
対
す
る
会
社
の
回
答
）で
あ
る
。

本
ケ
ー
ス
で
は
、
①
相
手
方
の
前

記
要
求
を
確
認
の
う
え
、
②
返
却
す

べ
き
書
類
を
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け

た
か
否
か
の
事
実
関
係
を
調
査
し
、

③
同
書
類
の
法
的
な
位
置
づ
け
を
検

②
　
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
‼

　
　
営
業
店
で
想
定
さ
れ
る
カ
ス
ハ
ラ
事
案

香
川
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士
　
香
川 

希
理
・
島
岡 

真
弓
・
松
田 

　
優
・
上
田 

陽
太
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２
０
２
０
年
６
月
５
日
「
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上

及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品

の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
同

月
12
日
公
布
さ
れ
た
。

同
法
は
、
省
庁
横
断
的
に
検
討
さ

れ
て
き
た
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融

規
制
の
整
備
の
ひ
と
つ
と
し
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
金
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
の
創
設
や
資
金
移
動
業
に
関

す
る
規
制
の
見
直
し
等
を
行
う
も
の

で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
同
法
律
の
う
ち
、
資

金
決
済
法
の
改
正
に
関
す
る
項
目
に

つ
い
て
、
同
法
が
そ
の
内
容
を
踏
襲

す
る
「
決
済
法
制
及
び
金
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
法
制
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
」
報
告
（
２
０
１
９

年
12
月
20
日
）（
以
下
、「
Ｗ
Ｇ
報
告
」

と
い
う
）
に
基
づ
き
、
資
金
移
動
業

を
中
心
と
す
る
改
正
法
の
主
な
ポ
イ

ン
ト
や
金
融
実
務
に
与
え
る
影
響
に

つ
き
、
解
説
を
加
え
る
。

一�

　
資
金
決
済
を
め
ぐ
る

規
制
の
現
状
と
本
改
正

の
経
緯
と
概
要

１�　

資
金
決
済
を
め
ぐ
る
規
制

の
現
状
と
課
題

現
状
、決
済
に
関
す
る
法
規
制
は
、

（
図
表
１
）
の
と
お
り
、
資
金
の
送

金
に
つ
い
て
は
銀
行
法
お
よ
び
資
金

決
済
法
が
、
前
払
い
の
決
済
サ
ー
ビ

ス
（
プ
リ
ペ
イ
ド
）
に
つ
い
て
は
資

金
決
済
法
が
、
後
払
い
の
決
済
サ
ー

ビ
ス
（
ポ
ス
ト
ペ
イ
）
に
つ
い
て
は

割
賦
販
売
法
が
規
制
す
る
等
、
業
態

別
に
各
法
令
を
横
断
す
る
形
で
規
制

が
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
近
時
の
資
金
決
済
・
送

金
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
、利
用
金
額
・

件
数
の
増
加
に
伴
っ
て
、
前
記
縦
割

型
の
規
制
が
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
有
す
る
新
規
事
業
者
の
参
入

等
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘

が
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
少
額
・
低
リ
ス
ク
な
決

済
に
つ
い
て
、
従
来
型
の
比
較
的
高

度
な
決
済
の
場
合
と
異
な
る
制
度
へ

見
直
す
こ
と
に
よ
り
、プ
リ
ペ
イ
ド
・

ポ
ス
ト
ペ
イ
等
を
通
じ
た
シ
ー
ム
レ

ス
な
支
払
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
円
滑

化
す
る
と
と
も
に
、
高
額
送
金
に
つ

い
て
も
銀
行
等
以
外
の
幅
広
い
事
業

者
に
よ
る
取
扱
い
を
可
能
と
し
、
決

済
事
業
者
の
円
滑
な
事
業
展
開
を
可

能
と
す
る
仕
組
み
の
導
入
が
目
標
と

さ
れ
て
い
た
。

２　

本
改
正
の
経
緯

２
０
１
７
年
11
月
16
日
の
金
融
審

議
会
総
会
に
お
い
て
、
金
融
担
当
大

臣
よ
り
、「
機
能
別
・
横
断
的
な
金

融
規
制
の
整
備
等
、
情
報
技
術
の
進

展
そ
の
他
の
我
が
国
の
金
融
を
取
り

巻
く
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制

度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
」
と
の
諮
問
が
な
さ
れ
、
金
融

審
議
会
に
「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・

グ
ル
ー
プ
」
が
設
置
さ
れ
た
。

同
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
①

情
報
の
適
切
な
利
活
用
、
②
決
済
の

　

資
金
決
済
法
改
正
と
金
融
実
務
へ
の
影
響弁

護
士
法
人
堂
島
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

田
邉 

　
愛

■今月の解説■


